
 

 

 

令和 6 年度 

 

横浜市立小山台中学校 

 

 

ＰＴＡ総会 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 令和 6 年 4 月 26 日（金）午後 2 時 40 分より 

 

会場 横浜市立小山台中学校 体育館 

 



 

 

 

 

 

      

総会次第 
 

 

 

 

１ 開会の言葉 

 

２ ＰＴＡ会長挨拶 

 

３ 校長挨拶 

 

４ 新役員の紹介 

 

５ 議長選出 

 

６ 定足数の確認 

 

７ 議事（1）令和 5 年度活動報告 

    （2）令和 5 年度決算報告 

    （3）令和 6 年度活動計画（案） 

    （4）令和 6 年度予算（案） 

    （5）PTA 規約 細則第 2 章の改定報告 

    （6）その他 

 

８ 議長解任 

 

９ 前年度役員・委員代表挨拶 

 

10 その他 

   ・ビジサポ学校賠償プランの概要（別紙参照） 

 

11 閉会の言葉 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和 5 年度 PTA 活動報告 

 

 
 役 員 会  
 ◆役員会主催のもの 

・実行委員会の運営 

・PTA 総会の開催 

・高校見学会の企画、実施 

・給食試食会の企画、実施 

 ◆学校行事の手伝い 

  ・入学式、卒業式に参列、受付のお手伝い 

 ◆PTA だより「PTA とぴっくす」の発行 

 ◆学年委員、校外委員、推薦委員の選出 

 ◆渉外活動 

  ・区内小中学校との連携、情報交換、区 P 連会長会に出席 

  ・区 P 連、市 P 連その他各種団体主催の講演会に出席 

  ・地区懇談会に参加 

 

 

 学 年 委 員 会  
  ・実行委員会への出席 

  ・広報誌「小山の丘」の作成と発行 

  ・花壇整備 

  ・文化祭展示コーナーの企画 

  ・標準服のリサイクル 

  ・学校保健委員会、各種講演会への参加 

  ・卒業式のお手伝い 

 

 

 校 外 委 員 会  
  ・実行委員会への出席 

  ・合唱コンクールのお手伝い 

  ・体育祭、文化祭の見守り 

  ・地区懇談会への協力 

  ・愛のパトロールへの参加 

  ・各種講演会への参加 

 

 

 推 薦 委 員 会  
   ・令和 6 年度 PTA 役員及び会計監査の選出 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和 6 年度 PTA 活動計画（案） 

 

 
＜役員会＞ 
  ・役員会、実行委員会の開催 

  ・PTA 活動全体の円滑な運営を推進する 

  ・総会の開催 

  ・文化祭、体育祭などの学校行事をサポートする 

  ・学区内小学校との連携を図る 

  ・PTA とぴっくすの発行 

  ・高校見学会の企画、実施 

  ・ボランティアの企画、検討 

 

＜学年委員会＞ 
  ・実行委員会への出席 

  ・広報紙「小山の丘」の作成と発行 

  ・花壇整備 

  ・文化祭展示コーナーの企画 

  ・標準服のリサイクル 

  ・学校保健委員会、各種講演会への参加 

  ・卒業式のお手伝い 

 

＜校外委員会＞ 
  ・実行委員会への出席 

  ・合唱コンクールのお手伝い 

  ・体育祭、文化祭の見守り 

  ・地区懇談会への協力 

  ・愛のパトロールへの参加 

  ・各種講演会への参加 

 

＜推薦委員会＞ 
   ・次年度 PTA 役員（会長１名、副会長２名、書記２名、会計２名） 

会計監査２名の選出 

 

＜その他全般的な活動＞ 
 ・学校行事への協力 

  ・区Ｐ、市Ｐ、日Ｐ活動への協力 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

小山台中学校ＰＴＡ規約細則 改定の報告 
 

 

 

小山台中学校ＰＴＡ規約細則 

第 2 章 推薦委員会 

第 1 条  

 

 

改定前 1  推薦委員は各学級の保護者から 1名を選出する。 

 

 

改定後    1  推薦委員は保護者から必要数（学級数程度）を選出する。 

 

 

《改定理由》 

改定前は、新年度開始後よりクラスごとに推薦委員を選出するため、選出期間が短く、負担が生じてい

ました。 

在籍クラスに関わらず新年度開始前から希望を募ることができるため、学年委員・校外委員と同様に 

選出期間を確保し負担の軽減を図ります。 

また、幅広く選出することにより、より円滑に選出活動をすることが可能になります。 

 

 

 

令和 5年度第 9回実行委員会（令和 6年 1月 11日開催）にて、改定案を審議し、過半数の賛成により可

決されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


